




 

 

※令和５年度北海道中小企業団体全道大会 要望(抜粋)より 

 

４．官公需対策 

 

（１）官公需の受注機会確保と増大の徹底及び少額随意契約の積極的活用 

（国・道・市町村）【重点】 

国及び道の「方針」に掲げる契約目標が達成されるよう契約現場に趣旨を徹底

し、発注時期や発注量の平準化に努めるとともに、実行状況を管理監督し、不十

分な場合は是正勧告を行うほか、過去に受注実績のない新規の中小企業・小規模

事業者の活用が国の「方針」に規定されていることから、道や市町村においても

受注機会の確保に努めること。 

また、中小企業・小規模事業者の受注機会を増大させるため、分離・分割発注

及び少額随意契約の積極的な活用に努め、速やかに地方自治法施行令第１６７条

の２第１項の改正を行い、少額随意契約の適用限度額の引き上げを図ること。 

予定価格の積算は、受注者が一定の収益を確保できるよう最新の実勢価格など 

を踏まえ、適正な単価設定に努め、特に、市況の変動が激しい燃料、原材料単価 

や人材が確保しづらい労務の単価は十分に配慮し、人件費率の高い役務などの契 

約は、最低賃金改定に合わせて人件費単価を見直すなど、柔軟に対応するととも

に、競争入札の採算を度外視した入札を予防し、適正価格での受注可能となるよ

う、最低制限価格制度を積極的に適用すること。 

＊少額随意契約の限度額：昭和 57 年 10 月施行 

 

（２）官公需適格組合制度の積極的活用（国・道・市町村）【重点】 

官公需適格組合に対する認知度が低い発注機関が散見されることから、国、自

治体の全ての契約現場に周知徹底するとともに、発注機関と官公需適格組合との

意見交換の場を設けるなどして認識を高めること。 

また、国や地方自治体などと災害時の燃料供給協定を締結している石油販売業 

をはじめとする、地元の官公需適格組合及びその組合員事業者に対しては、平時 

から取引を行い連携を図るとともに、災害からの復旧・復興に当たっては、官公 

需適格組合等を緊急随意契約の実施などにより積極的に活用し、中小企業の収益 

維持、雇用継続につながる取組を推進すること。 

国の「中小企業者に関する国等の契約の方針」と、道の「中小企業等に対す

る受注機会の確保に関する推進方針」により、受注機会の増大のための手立て

を講じているものの、それぞれの契約現場では、趣旨理解の意識は高まってお

らず、中小企業・小規模事業者への発注は十分とはいえない状況にある。 

このため、国及び道の方針の趣旨を発注部局や市町村に対し周知徹底するほ

か、地域の防災等の観点からも中小企業・小規模事業者への官公需対策の強化

を求めるものである。 


